
成年後見制度についてのご質問・ご相談　⇒ 地域包括支援センター ☎２－２０１６

◎成年後見制度とは？？

　シルバープラザにて八雲町コーディネー

ター・熊石地域コーディネーターと活動

の情報交換会を行いました。

　２時間という限られた時間内の情報

交換会でしたが、お二方の活動はとて

も参考になり有意義な時間でした。

　「今後も定期的に情報交換しましょう！」という

話となりましたので引き続き八雲町を含め、近隣の

コーディネーターとの情報交換の輪

を広げていきたいです。

　１０月、双葉地区の方と共に丹野さんの栗拾いを行いま

した。栗の殻から外れているので拾いやすく、持参した

袋やバケツはあっ！という間にいっぱいになり参加された

皆さんからは「久しぶりに体を動かした」と笑顔で話して

いました。後日、拾った栗をメンバーの方が茹で

今回の活動に関わった方々へ栗のプレゼント！

受け取った皆さんは大

変喜んでおりました。

　認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方（「ご本人」とする）につい
て、ご本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を　選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

　成年後見制度の利用にあたっては、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があり
（申し立てる）、４か月以内に結果がわかります。

　・財産の管理

　・介護などのサービスや施設への入所に関する契約

　・悪徳商法の被害にあい、結んでしまった不利益な契約の取り消し

☀ いざという時のために知って安心！ ～「成年後見制度」～ ☀

◎成年後見制度では、ご本人に代わり成年後見人等が以下のようなことを行うことがで
きます。

手続きの流れ
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